
上記事項につきましては、法令及び当社定款第18条第２項の規定に
基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面に
は記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわら
ず、株主の皆様に電子提供措置事項からこれらの事項を除いたもの
を記載した書面を一律でお送りいたします。

第21期定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

連　結　注　記　表

個　別　注　記　表

（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

令和アカウンティング・ホールディングス株式会社



業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりです。

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　・取締役は、法令・社内規則等を遵守することを宣誓し、コンプライアンス体制の整備に努
めるものとする。倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築するため、企業倫理規程
及びコンプライアンス規程を定める。

　・取締役は、重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合
には、コンプライアンス主管部署及び監査役に報告し、適切な対策を講じる。

　・監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務
執行を監査する。

　・内部監査担当者は、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。主管部署及び
監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。

　・当社の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うた
め、社内通報制度を設ける。また、是正、改善の必要があるときには、速やかに適切な措
置をとる。

　・反社会的勢力対応規程に基づき、反社会的勢力による不当要求に対し、警察及び警視庁管
内特殊暴力防止対策連合会とも連携し毅然と対応していく。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　・取締役の職務の執行に係る情報は、文書化（電磁的記録を含む）の上、経営判断等に用い
た関連資料とともに保存する。文書管理に関する主管部署を置き、管理対象文書とその保
管部署、保存期間及び管理方法等を規程に定める。

　・取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適
時閲覧可能な状態を維持する。

　・主管部署及び文書保管部署は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、
継続的な改善活動を行う。

　・内部監査担当者は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について監査を行う。
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主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ず
る。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　・リスク管理の全体最適を図るため、内部監査担当者は、リスク管理及び内部統制の状況を
点検し、改善を推進する。

　・事業活動に伴う各種のリスクについては、それぞれの主管部署及びリスク管理に関する規
程を定めて対応するとともに、必要に応じて専門性を持った会議体で審議する。主管部署
は、事業部門等を交えて適切な対策を講じ、リスク管理の有効性向上を図る。

　・事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、
しかるべき予防措置をとる。

　・リスク管理体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るための研修等
を適宜実施する。

　・内部監査担当者は、リスク管理体制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署
は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規
程を定めるとともに、取締役会を原則として月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時
に開催する。

　・事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図る機関として経営会議を設置し、当社の全
般的な重要事項について審議する。経営会議は、原則として月１回以上開催する。

　・事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、事業部門の目標と責任を明確
にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。

　・経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、ITシステムの主
管部署を置いて整備を進め、全社レベルでの最適化を図る。

　・内部監査担当者は、事業活動の効率性及び有効性について監査を行う。主管部署及び監査
を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、連携してその対策を講ずる。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
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　・取締役は、使用人に対して法令・社内規則等の周知を図り、その遵守を徹底する。取締役
は、使用人の職務権限を定め、使用人の責任と権限を明確にし、業務執行の責任体制を確
立する。

　・コンプライアンス主管部署は、社内のコンプライアンス教育を実施し、コンプライアンス
に係る相談ができる仕組みをつくる。

　・部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令
遵守体制の整備及び推進に努める。

　・内部監査担当者は、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。主管部署及び
監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。

⑥ 財務報告の信頼性を確保するための体制

　・適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する規程を
定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。

　・内部監査担当者は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受
けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

　・実際の作業等は、企業会計基準その他関連法規に従って実施する。

⑦ 当社及び子会社から成る企業集団（以下、当社グループという）における業務の適正を確保
するための体制

イ. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　・当社は、当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するた
め、必要に応じて関係会社会議の実施及び関係資料等の提出を求める。

　・当社は子会社に対し、子会社がその営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社
に報告するため、子会社の取締役会に当社の取締役または使用人が出席することを求め
る。

ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　・当社は、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、同規程
において子会社にリスク管理を行うことを求めるとともに、グループ全体のリスクを網羅
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的・統括的に管理する。
　・リスク管理の主管部門は、子会社を含めたリスクを管理し、グループ全体のリスク管理推
進に関わる課題・対応策を審議する。

ハ. 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　・当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効
率的な運営に資するため、子会社管理の基本方針及び運用方針を策定する。

　・当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、取締役会非設置会社の選択を認めるなど、
子会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社にこ
れに準拠した体制を構築整備させる。

ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制

　・当社は、子会社に、その取締役及び使用人が当社の企業倫理規程に基づき、社会的な要請
に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制を構築整備させる。

　・当社は、子会社に、その事業内容や規模等に応じて、適正数の監査役を配置する体制を構
築整備させる。

　・当社は、子会社に、監査役が内部統制システムの構築整備・運用状況を含め、子会社の取
締役の職務執行を監査する体制を構築させる。

　・当社は、子会社に、法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図
るため当社の内部通報制度を利用する体制を構築させる。

⑧ 監査役及びその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示
の実効性の確保に関する事項等

　・当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査役
と協議して設置することとする。

　・監査役を補助すべき使用人は、その職務については監査役の指揮命令に従い、その評価
は、監査役と協議して行う。

⑨ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
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　・監査役の要請に応じて、取締役及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、
内部監査担当者は内部監査の結果等を報告する。

　・取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害
を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告する。

　・監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを
禁止し、その旨を周知徹底する。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　・重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役
会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席できる。また、当社は、監査役から要求の
あった文書等は、随時提供する。

　・監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づ
き支払いを行う。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 重要な会議の開催状況
　　　当事業年度において、取締役会を13回開催し、各議案についての十分な審議や取締役の
業務執行状況についての報告が行われ、活発な意見交換がなされております。また、取締
役、部長等からなる経営会議を原則月２回開催し、業務執行の適正性・効率性を確保してお
ります。

② コンプライアンス・リスク管理に関する取り組み
　　　当事業年度において、取締役、部長等からなるコンプライアンス会議・リスク会議をそれ
ぞれ原則３か月に１回開催し、課題と対応策を協議しております。また、コンプライアンス
意識の徹底を図るため、入社時に教育を実施するほか、全社を対象に情報セキュリティ、コ
ンプライアンスに係る教育を実施しました。また、内部監査では、法令、定款、社内規程等
の遵守状況を監査項目とし、会社の業務が適切に行われていることを確認しております。

　　　リスク管理の観点からは、コンプライアンス違反行為等が発生した場合には防止対策の策
定、全社にむけた注意喚起を実施するための体制を構築しております。

③ 監査役の監査体制
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　　　当事業年度において、監査役会を12回開催し、監査役会において定めた監査計画に基づ
いた監査を実施しております。また、当事業年度において13回開催された取締役会への出
席のほか、原則として月２回開催される経営会議その他の重要な会議への常勤監査役の出席
を通じて、取締役による業務の執行を監査しております。

　　　監査役会は、監査の実効性を高めるため、適宜内部監査担当と情報交換を行うほか、定期
的に代表取締役へのヒアリングを実施しております。
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ５社
・連結子会社の名称 HSK VIETNAM AUDIT COMPANY LIMITED

令和ヒューマン・ファースト株式会社
令和インベストメント株式会社
株式会社ソフツ
HSK事業承継支援株式会社

② 非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称 東京インキュベーション株式会社
・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲か
ら除外しております。

(2) 連結の範囲の変更に関する注記
　連結の範囲の変更

　当連結会計年度から東京インキュベーション株式会社を連結の範囲から除外しております。これは、東
京インキュベーション株式会社の重要性が減少したことにより、連結の範囲から除外することとしたもの
であります。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　　　連結子会社のうち、HSK VIETNAM AUDIT COMPANY LIMITEDの決算日は12月31日であります。

連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を作成し、連結決算日との間に生じた重要な取引
については連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度と一致し
ております。

(4) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
　　　　　　　　　　　　　　なお、出資金は移動平均法による原価法を採用しております。
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建物 ２年～18年
工具、器具及び備品 ２年～20年

ロ. 棚卸資産
・貯蔵品　　　　　　　 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方

法により算定）
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定
額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
・その他の無形固定資産　 定額法によっております。

ハ. リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

ニ. 少額減価償却資産　　　　　取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、３年間
　　　　　　　　　　　　　　　で均等償却しております。
ホ. 長期前払費用　　　　　　　均等償却しております。なお、主な償却期間は５年です。

③ 重要な引当金の計上基準
　貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
④ 収益及び費用の計上基準
　　　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容

及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
イ. コンサルティング事業

　コンサルティング事業においては、主に経理に関わるコンサルティング業務を行っております。コ
ンサルティング業務（Long及びShort）は、顧客と締結した業務委託契約等に基づく役務内容の提供
を履行義務としており、顧客への役務提供完了時に履行義務を充足する取引であると判断しているた
め、役務提供の完了時点で収益を認識しております。

ロ. その他の事業（教育・派遣事業）
　その他の事業（教育・派遣事業）においては、経理実務に関わる教育事業として経理部プロフェッ
ショナル・スクール及び企業研修、人材派遣紹介事業を行っております。経理部プロフェッショナ
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ル・スクールは主として受講期間（一定期間）に応じて均等に履行義務が充足されると判断し、受講
期間に応じて均等按分して収益を計上しております。企業研修は研修の役務提供完了時に履行義務が
充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。人材派遣事業は派遣スタッフの労働力の
提供に応じて履行義務が充足されると判断し、派遣期間における稼働実績に応じて派遣契約に定めら
れた金額に基づき収益を認識しております。人材紹介事業は当社グループから顧客企業への紹介者が
顧客企業に入社した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　　　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘
定及び非支配株主持分に含めております。

2.　会計方針の変更に関する注記
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準

第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65－２項(2)ただし
書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針による連結財務諸表への影響は軽微
であります。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財
務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期
首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後
の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への
影響はありません。

3. 連結貸借対照表に関する注記
(1) 現金及び預金のうち858,208千円は東京都と金融機関とが連携して実施する事業承継支援事業に係る補助

金であります。東京都から受領した補助金を、取扱金融機関との間で締結する預託契約書に基づき預託し
ており、東京都からの預り金として計上しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額　　107,688千円
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普通株式 38,000,000株

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年 ６ 月21日
定 時 株 主 総 会 普通株式 431,250 11.50 2024年 ３ 月31日 2024年 ６ 月24日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年６月16日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 931,000 24.50 2025年３月31日 2025年６月17日

4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

5. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

　　当社グループは、運転資金につきましては自己資金で対応することを原則としております。
　　余剰資金については預金等の安全性の高い金融資産で運用しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　投資有価証券は、投資目的の株式及び社債等であります。時価のある投資有価証券については、市場価
格の変動リスクに晒されております。市場価格のない投資有価証券については、投資先企業の財政状態等
により価格変動のリスクがあります。

　　敷金は、事務所建物の賃貸契約に係る敷金等であり、契約先の信用リスクに晒されております。
　　営業債務である未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。

　ファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたもので
あり、償還日は決算日後最長２年以内であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ. 信用リスクの管理

　営業債権及び敷金について、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。
ロ. 市場リスクの管理

　投資有価証券について、定期的に時価、発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直し
ております。

ハ.　 資金調達に係る流動性リスクの管理
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連結貸借対照表計上額(＊2) 時　　  価(＊3) 差 額

① 敷 金 　　　143,517 　　　114,152 　　　△29,365

② リ ー ス 債 務 （13,463） （13,350） （△112）

１ 年 以 内 １ 年 超
５ 年 以 内

５ 年 超
1 0 年 以 内 １ ０ 年 超

現 金 及 び 預 金 3,263,743千円 － － －

売 掛 金 833,830千円 － － －

１年以内 １ 年 超
2 年 以 内

2 年 超
3 年 以 内

3 年 超
4 年 以 内

4 年 超
5 年 以 内 5 年 超

リース債務 7,763千円 5,699千円 － － － －

　グループ各社において資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性
リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　　　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預

金」、「売掛金」、「未払金」、「未払法人税等」及び「未払消費税等」については、現金であること、
及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
また、重要性に乏しいと認められる金融商品については、記載を省略しております。

（単位：千円）

（＊1）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（＊2）連結貸借対照表における敷金の金額と金融商品の時価開示における「連結貸借対照表計上額」との差額

は、当連結会計年度末における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額（賃借建物の原状回
復費用見込額）の未償却残高であります。

（＊3）市場価格のない株式等は、前表には含まれておりません。
（注）1.　金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（＊）敷金143,517千円については、償還予定額が見込めないため、上表には含めておりません。
注）2.　リース債務の連結決算日後の返済予定額

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　　　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
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区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

敷 金 　　　－ 114,152 　　　－ 114,152

リ ー ス 債 務 － 13,350 － 13,350

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
敷金
　敷金の時価は、その将来キャッシュ・フローを期日までの期間および安全性の高い長期の債券の利回り
に信用リスクを勘案した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しており
ます。
リース債務
　リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、
割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント その他
（注） 合計

コンサルティング事業

コンサルティング事業合計 4,950,539 － 4,950,539

　コンサルティング業務（Long） 4,180,010 － 4,180,010

　コンサルティング業務（Short） 770,529 － 770,529

その他の事業 － 28,931 28,931

顧客との契約から生じる収益 4,950,539 28,931 4,979,471

外部顧客への売上高 4,950,539 28,931 4,979,471

(1) １株当たりの純資産額 81円38銭
(2) １株当たりの当期純利益 26円96銭

6. 収益認識関係に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、教育・派遣事業を含んでおりま
す。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　　 収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　1.連結計算書類作成のための基本となる重要

な事項に関する注記等　(4）会計方針に関する事項　④収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会

計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報

①  契約資産及び契約負債の残高等
　　 当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重要な変動も発生し

て いないため、記載を省略しております。
②  残存履行義務に配分した取引価格
　　 当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が

１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との
契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

7. １株当たり情報に関する注記
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8. 重要な後発事象に関する注記
　2025年４月１日付で、当社は新たに全額出資子会社である「株式会社ミラクル経理」（資本金５千万
円、資本準備金５千万円）を設立いたしました。同社は経理に関わるシステムの開発を主な目的としてお
り、今後、当社グループの事業展開において重要な役割を担う予定です。

建物 2年～18年
工具、器具及び備品 2年～20年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原価法

　　なお、関連会社への出資金は、移動平均法による原価法を採用しており
ます。

② 棚卸資産
・ 貯蔵品　　　　　　 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げ

の方法により算定）
 (2)　固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ
いては定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
・その他の無形固定資産  定額法によっております。

③ リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

　　④　少額減価償却資産　　　　　　取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、３年間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　で均等償却しております。
　　⑤　長期前払費用　　　　            均等償却しております。なお、主な償却期間は５年です。

 (3)　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。
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(4) 引当金の計上基準
　貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　なお、当事業年度においては、貸倒実績はなく、また、貸倒懸念債権等
もないため、貸倒引当金を計上しておりません。

(5) 収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①コンサルティング事業
　コンサルティング事業においては、主に経理に関わるコンサルティング業務を行っております。コン
サルティング業務（Long及びShort）は、顧客と締結した業務委託契約等に基づく役務内容の提供を履
行義務としており、顧客への役務提供完了時に履行義務を充足する取引であると判断しているため、役
務提供の完了時点で収益を認識しております。

　②その他の事業（教育・派遣事業）
　その他の事業（教育・派遣事業）においては、経理実務に関わる教育事業として経理部プロフェッシ
ョナル・スクール及び企業研修、人材派遣紹介事業を行っております。経理部プロフェッショナル・ス
クールは主として受講期間（一定期間）に応じて均等に履行義務が充足されると判断し、受講期間に応
じて均等按分して収益を計上しております。企業研修は研修の役務提供完了時に履行義務が充足される
と判断し、当該時点で収益を認識しております。人材派遣事業は派遣スタッフの労働力の提供に応じて
履行義務が充足されると判断し、派遣期間における稼働実績に応じて派遣契約に定められた金額に基づ
き収益を認識しております。人材紹介事業は当社グループから顧客企業への紹介者が顧客企業に入社し
た時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

2.　会計方針の変更に関する注記
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準

第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65－２項(2)ただし
書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針による財務諸表への影響は軽微であ
ります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 105,087千円

① 短期金銭債権 1,411千円
② 短期金銭債務 1,515千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 12,972千円
売上原価及び一般管理費 4,237千円

営業取引以外の取引高 1,144千円

繰延税金資産
未払事業税 20,088千円
資産除去債務 10,334千円
未払事業所税 2,075千円
未払費用 111千円

繰延税金資産合計 32,610千円

会 社 等 の
名 称

議 決 権 等 の 所 有
（被所有）割合（％）

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引
内 容

取 引 金 額
( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高

( 千 円 )

子 会 社
H S K 事 業
承 継 支 援
株 式 会 社

所有
直接100％ 債務保証 債 務 保 証

（注） 858,208 － －

3. 貸借対照表に関する注記

(2) 保証債務
当社の連結子会社であるＨＳＫ事業承継支援株式会社について、東京都からの預り金である補助金に対

し、858,208千円の債務保証を行っております。
(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

4. 損益計算書に関する注記

5. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

6. 関連当事者との取引に関する注記
(1) 関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)　当社はＨＳＫ事業承継支援株式会社について、東京都からの預り金である補助金に対し、債務

保証を行っております。なお、保証料等は受領しておりません。

－ 16 －



(1) １株当たりの純資産額 77円21銭
(2) １株当たりの当期純利益 25円91銭

7. 収益認識関係に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「5. 収益認識関係に関す
る注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

8. １株当たり情報に関する注記

9. 重要な後発事象に関する注記
　2025年４月１日付で、当社は新たに全額出資子会社である「株式会社ミラクル経理」（資本金５千万
円、資本準備金５千万円）を設立いたしました。同社は経理に関わるシステムの開発を主な目的としてお
り、今後、当社グループの事業展開において重要な役割を担う予定です。

－ 17 －


